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令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
四
一

山
梨
県
公
報

第
二
百
十
七
号

令
和
三
年

八
月
二
十
六
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生	

四
四
一

○
道
路
の
供
用
開
始	

四
四
一

○
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定	

四
四
一

公

告

○
土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更	

四
四
二

○
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し	

四
四
二

教
育
委
員
会

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

四
四
二

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則	

四
四
二

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種
類

患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
区
分

発
生

頭
数

発　

生　

場　

所

発　

生　

年　

月　

日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

二

北
杜
市

令
和
三
年
八
月
十
七
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
（
身
延
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
九
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

市
川
三
郷
富

士
川
線

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目

字
沢
ノ
戸
八
番
一
四
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目

字
沢
ノ
戸
九
番
一
五
地
先
ま
で

　

一
四
一
・
九

令
和
三
年
八

月
二
十
六
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。
そ
の
関

係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告

示
の
日
か
ら
令
和
三
年
九
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

富
士
川
身
延
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）
指
定
す
る
期
日

南
巨
摩
郡
身
延
町
和
田
字
平
林
五
七
六
番
一
八
四
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
和
田
字
平
林
五
七
六
番
一
四
三
地
先
ま
で
一
一
八
六
・
三
令
和
三
年
八
月

二
十
六
日
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梨
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年
八
月
二
十
六
日

四
四
二

ま
た
、
被
処
分
者
は
、
被
処
分
者
の
役
員
等
が
建
設
業
法
第
八
条
に
定
め
る
欠
格
要
件
に
該
当
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
役
員
等
が
欠
格
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
を
記
載
し
た
誓
約
書
を
添
付
し

て
令
和
三
年
三
月
十
五
日
に
山
梨
県
知
事
に
対
し
建
設
業
の
許
可
申
請
を
行
い
、
不
正
の
手
段
に
よ

り
令
和
三
年
四
月
十
二
日
付
け
で
建
設
業
許
可
を
受
け
た
。

教
育
委
員
会

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教　

育　

長　
　

三　
　

井　
　

孝　
　

夫

一　

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

県
立
学
校
等
広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
教
育
庁
総
務
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

㈠　

名
称　

株
式
会
社
デ
ジ
タ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
北
口
二
丁
目
十
二
番
一
号

五　

落
札
金
額　

七
千
二
百
三
十
三
万
六
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
三
年
六
月
七
日

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

公　
　
　

告

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
農
村
災
害
対
策
整
備
事
業　

桂
川
西
部
地
区
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求

の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
九
月
二
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

大
月
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
十
二
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
二
十
六
日
ま
で

◉　

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建

設
業
の
許
可
を
取
り
消
し
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

処
分
を
し
た
年
月
日　

令
和
三
年
八
月
十
七
日

二　

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

1　

商
号　

輿
石
建
材
株
式
会
社

2　

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地　

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
七
百
七
十
五
番
地

3　

代
表
者
の
氏
名　

長
谷
部
冨
士
雄

三　

許
可
番
号　

山
梨
県
知
事
許
可
（
般

－

三
）
第
二
六
二
四
号

四　

処
分
の
内
容　

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
水
道
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消

し
五　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実　

被
処
分
者
の
役
員
等
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
等
の
規
定
に
違
反
し
、
甲

府
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
懲
役
刑
に
処
す
る
旨
の
判
決
を
受
け
、
こ
の
刑
が
確
定
し
た
。
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梨
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二
百
十
七
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令
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三
年
八
月
二
十
六
日

四
四
三

三　

審
査
請
求
人
の
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
又
は
同
居
の
親
族

四　

審
査
請
求
人
の
代
理
人

五　

前
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者

六　

審
査
請
求
人
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人

七　

利
害
関
係
人

4　

本
部
長
は
、
審
理
官
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

は
、
当
該
審
理
官
に
係
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5　

審
理
官
は
、
審
査
庁
が
行
う
審
理
を
補
佐
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
警
察
職
員
た
る
身
分
を
示
す
証

明
書
を
携
帯
し
、
審
理
関
係
人
（
処
分
庁
等
が
審
査
庁
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
査
請
求
人
及

び
参
加
人
。
以
下
同
じ
。
）
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6　

審
理
官
は
、
法
の
規
定
に
よ
る
裁
決
が
な
さ
れ
る
に
熟
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
審
理

経
過
調
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
審
査
庁
に
提
出
し
て
審
理
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
物
件
の
提
出
の
方
法
）

第
四
条
　
法
、
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
及
び
こ
の
規
則

の
規
定
に
よ
る
審
査
庁
へ
の
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
は
、
山
梨
県
警
察
を
経
由
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
総
代
の
互
選
の
命
令
の
方
式
等
）

第
五
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
総
代
の
互
選
の
命
令
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

審
査
庁
は
、
総
代
が
選
任
さ
れ
、
又
は
解
任
さ
れ
た
と
き
は
、
他
の
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面

に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
参
加
の
許
可
の
通
知
等
）

第
六
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項

の
許
可
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
の
申
請
を
し
た
利
害
関
係
人
に
対

し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
参

加
の
要
求
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

3　

審
査
庁
は
、
利
害
関
係
人
が
新
た
に
参
加
人
と
な
っ
た
と
き
又
は
参
加
人
が
審
査
請
求
へ
の
参
加

を
取
り
下
げ
た
と
き
は
、
他
の
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

（
補
正
の
命
令
の
方
式
）

第
七
条
　
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
命
令
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
執
行
停
止
に
つ
い
て
の
処
分
庁
の
意
見
の
聴
取
の
方
式
等
）

第
八
条
　
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
庁
の
意
見
の
聴
取
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の

山
梨
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦

山
梨
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則

目
次第

一
章　

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章　

審
査
請
求
に
関
す
る
一
般
的
手
続
（
第
三
条

－

第
二
十
七
条
）

第
三
章　

雑
則
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

附
則

第
一
章　

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
き
山
梨
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
審
査
請
求

に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
定
義
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

第
二
章　

審
査
請
求
に
関
す
る
一
般
的
手
続

（
審
理
官
）

第
三
条
　
山
梨
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請

求
が
さ
れ
た
と
き
は
、
審
査
庁
（
法
に
規
定
す
る
審
査
庁
と
し
て
の
公
安
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
行
う
審
理
に
関
す
る
事
務
を
補
佐
さ
せ
る
た
め
、
審
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
に
つ
い
て

必
要
な
知
識
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
山
梨
県
警

察
本
部
の
職
員
の
う
ち
か
ら
審
理
官
を
指
名
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
審
査
請
求
人
及
び
処
分
庁

等
（
審
査
庁
以
外
の
処
分
庁
等
に
限
る
。
）
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
審
査
請
求
を
却
下
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2　

本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
二
人
以
上
の
審
理
官
を
指
名
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
一
人

を
、
当
該
二
人
以
上
の
審
理
官
が
行
う
事
務
を
総
括
す
る
者
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

本
部
長
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一　

審
査
請
求
に
係
る
処
分
に
関
与
し
た
者
又
は
審
査
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
処
分
に
関
与

し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
こ
と
と
な
る
者

二　

審
査
請
求
人
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梨
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三　

意
見
の
陳
述
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

四　

意
見
の
陳
述
の
要
旨

（
補
佐
人
同
伴
の
許
可
の
通
知
）

第
十
四
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第

三
項
の
許
可
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
申
立
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
を
提
出
す
べ
き
期
間
の
通
知
）

第
十
五
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
物
件
の
提
出
の
通
知
等
）

第
十
六
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の

申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
提
出
の
要
求
を
し
、
又
は
し
な

い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
立
て
が
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第

三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
又
は
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
そ
の
場
に
お
い
て
当
該
要
求
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

2　

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
物
件
の

提
出
の
要
求
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
管
理
）

第
十
七
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
提
出
物
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

審
査
庁
は
、
前
項
の
提
出
物
目
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
写
し
を
当
該
提
出
物
目
録
に
係
る

書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

審
査
庁
は
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
提
出
を
受
け
た
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

そ
の
提
出
人
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

第
十
条
第
二
項
後
段
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
提
出
に
係
る
審
理
関
係
人
に
対
す
る
通
知
）

第
十
八
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
そ
の
提
出
人
以
外
の
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

と
す
る
。

2　

審
査
庁
は
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
停
止
を
し
た
と
き
は
、
審

査
請
求
人
、
参
加
人
及
び
処
分
庁
（
処
分
庁
が
審
査
庁
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
査
請
求
人
及

び
参
加
人
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
停
止
を

し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
執
行
停
止
の
取
消
し
の
通
知
）

第
九
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
執
行
停
止
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求

人
、
参
加
人
及
び
処
分
庁
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
請
求
の
取
下
げ
の
通
知
等
）

第
十
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
は
、
参
加

人
及
び
処
分
庁
等
（
処
分
庁
等
が
審
査
庁
で
あ
る
場
合
に
は
参
加
人
。
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

審
査
庁
は
、
前
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
そ
の
提
出
人
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
返
還
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
還
付
請
書
と
引
換

え
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
庁
等
に
対
す
る
弁
明
書
の
提
出
の
要
求
の
方
式
）

第
十
一
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
弁
明
書
の
提
出
の
要
求
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
反
論
書
等
を
提
出
す
べ
き
期
間
の
通
知
）

第
十
二
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
条
第
一

項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
に
対
し
、

書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
陳
述
の
機
会
供
与
の
通
知
の
方
式
等
）

第
十
三
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
口
頭
意
見
陳
述
の
期
日
及
び
場
所
の
指
定
並
び
に
審
理
関
係
人
の
招
集
は
、
書
面
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

2　

審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
を
聴
取
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
口
頭
意
見
陳
述
録

取
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

事
案
の
件
名

二　

意
見
の
陳
述
の
日
時
及
び
場
所



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
七
号
　
　
令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

四
四
五

項
の
規
定
は
口
頭
に
よ
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条

の
規
定
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
の
通
知
等
）

第
二
十
二
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
関
係
人
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面

に
よ
り
そ
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

3　

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三

十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
提
出
書
類
等
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
の
提
出
人
の
意
見
の
聴
取
の
方
式
等
）

第
二
十
三
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
提
出
人
の
意
見
の
聴
取
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
提
出
書
類
閲
覧
日
時
等
指
定
書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

3　

法
第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
審
査

請
求
人
又
は
参
加
人
が
納
め
る
手
数
料
は
、
山
梨
県
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
八
年

山
梨
県
条
例
第
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
手
続
の
併
合
又
は
分
離
の
通
知
）

第
二
十
四
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
数
個
の
審
査
請
求
に
係
る
審
理
手
続
を
併
合
し
、
又
は
併
合
さ
れ
た
数
個
の
審
査
請

求
に
係
る
審
理
手
続
を
分
離
し
た
と
き
は
、
審
理
関
係
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

（
審
理
手
続
の
終
結
の
通
知
の
方
式
）

第
二
十
五
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
審
理
手
続
を
終
結
し
た
旨
の
通
知
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
裁
決
書
の
謄
本
の
送
達
の
方
式
等
）

第
二
十
六
条
　
法
第
五
十
一
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
書
の
謄
本
の
送
付
は
、
当
該

謄
本
に
裁
決
書
謄
本
送
付
書
を
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

審
査
庁
は
、
法
第
五
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
方
法
に
よ
る
送
達
を
し
た

と
き
は
、
参
加
人
及
び
処
分
庁
等
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
返
還
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
七
条
　
第
十
条
第
二
項
後
段
の
規
定
は
、
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

る
。

（
参
考
人
の
陳
述
の
通
知
等
）

第
十
九
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の

申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
の
陳
述
又
は
鑑
定
の
要
求
を

し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人

の
陳
述
又
は
鑑
定
の
要
求
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

3　

第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
は
口
頭
に
よ
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
参
考
人
の
陳
述
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
検
証
の
通
知
等
）

第
二
十
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第

一
項
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
証
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と

と
し
た
と
き
は
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

2　

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

3　

審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
検
証
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
検
証
調
書
を
作
成
す
る
も
の
と

す
る
。

一　

事
案
の
件
名

二　

検
証
の
日
時
及
び
場
所

三　

立
会
人
の
氏
名
及
び
住
所

四　

検
証
の
結
果

4　

第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
質
問
の
通
知
等
）

第
二
十
一
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条

の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
と
し

た
と
き
は
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

審
査
庁
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
質
問
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
質
問
を
受
け
る
べ

き
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第
二
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第
三
章　

雑
則

（
適
用
除
外
等
）

第
二
十
八
条
　
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
二
十
条
第
一
項

及
び
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で

及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
委
任
）

第
二
十
九
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
に
対
す
る
審
査
請
求
に
必
要
な
事
項

は
、
本
部
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
受
理
し
た
審
査
請
求
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
審
査
請
求
に
関
す
る
事
務
処
理
要
領
の
制
定
に
つ
い
て
（
平
成
二
十

八
年
三
月
二
十
八
日
付
け
、
例
規
甲
（
監
監
二
）
第
九
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
審
査

請
求
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
当
該
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。
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